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＜地方連携推進フォーラム2022 in 岡山 アンケート集計結果＞

概要
開催日: 2022年2月27日
開催方式: Zoomウェビナーによるオンライン生配信
参加者数: 84
回答数: 43

1. 本日の「地方連携推進フォーラム／４省庁連携プログラム」を何でお知りになりましたか？

ウェブサイトで知った 15
SNS等で知った 0
知人や友人から聞いた・誘われた 13
その他 15

合計 43

2. その他（自由記述欄）
-

-
- 案内チラシで知った。
- 行政からの案内
- 学校の掲示板
- 職場（消費生活センター）の回覧資料やメールで知った。
- 職場からの連絡
- 県からの案内
- 所属団体からのお知らせメール
- 消費生活センターの案内
- 消費者庁からの案内メール
- 消費生活センターへの案内チラシ
- 指導主事からのメール

3. 基調講演「2022年、成年年齢引下げと新学習指導要領の実施～消費者教育の一層の充実を目指して～」の内容には満足されましたか？

1 そう思わない 1
2 0
3 6
4 18
5 そう思う 18

合計 43

4. パネルディスカッションの内容には満足されましたか？

1 そう思わない 2
2 1
3 6
4 16
5 そう思う 18

合計 43

動画や多くの資料が用いられていてとても分かりやすかった。私も来年１８歳になるので成人として社会に貢献しつつも消費者として気を付けていきた
い。今後もこのような説明会をして下さると、より消費者経済について理解できて救われる人が多くなると思うので今後も行ってほしい。
県からの通知
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5. そう思う 41.9%3. 13.9%

2. 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ウェブサイトで知った 34.9% 知人や友人から聞いた その他 34.9%
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1. そう思わない 4.7%

4. 37.2%
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5. 4省庁連携プログラムの内容には満足されましたか？

1 そう思わない 1
2 0
3 8
4 17
5 そう思う 13

合計 39

6. その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入下さい
-

-

-

-

-

専門家の意見や情報提供に触れる機会を得る事ができ、消費者教育に対する視野が広がった様なきがします。継続して次回のフォーラムも企画してほ
しい。ありがとうございました。消費者相談の現場において、消費者トラブル未然防止の為、啓発に更に力を入れていきます。感謝！

レジメがほしかったです。発言要旨の表示がありそれは親切でしたが、説明画面が不鮮明で見返しができません。アップされてないか探しましたが、見つけ
られませんでした。

本日のフォーラムを含め、消費者教育及び消費者問題をテーマとしたイベント全体について普段から感じている点について申し上げます。実は、昨年来、
３０を超える消費者教育・消費者問題に関係するイベント（セミナー、シンポ、フォーラム）をいずれもオンラインで拝聴してまいりました。消費者（国
民、相談者、被害者）は、第一に自らが被害に遭わないこと、次いで被害の再発防止（他人が被害に遭わないことも含め）や犯人の処罰を望んで
いるものと拝察いたします。したがって、被害に遭わないための啓発や関係機関（例：警察、消費生活センター、金融機関、コンビニ、宅配便）による
被害予防が最重要ですが、消費者（国民、相談者、被害者）は、万が一被害に遭ってしまった場合に被害回復や被害拡大防止のために採り得る
全てのメニュー及びその効果についても知りたいはずであると存じます。ところが、私が拝聴した昨年来の消費者関係イベントにおいて、犯罪利用口座の
凍結、犯行利用電話番号の利用停止、ウェブサイト削除（送信防止）といった被害回復や被害防止に有効な手段や、消費生活センターと警察との
機関連携について紹介されたことはありません。紹介されているのは、消費者庁＋国民生活センター＋消費生活センター＋消費者問題弁護士の内輪
だけでできることに限られているとの印象を受けています。グーリンフオフや取消しは、逃げも隠れもできない業者には有効かもしれませんが、最初から身元
がばれないように細工をしている業者には役に立ちません。消費者（国民、相談者、被害者）は、被害金振込先の口座をすぐに凍結することが可能
で、その結果残金があれば被害回復を受けることができることを知れば、ほとんどの方はそれを望まれるのではないかと拝察いたします。そのため、例えば、
犯罪対策閣僚会議の下の消費生活侵害事犯対策ワーキングチームにおける申合せ「消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談情報の警察への提
供について」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai18/siryou8.pdfのとおり機関連携が進むことを消費者（国民、相談者、被害
者）も望んでいるのではないでしょうか。被害回復や被害拡大防止のために採り得る全てのメニュー及びその効果をパッケージとして国民に周知し、関係
機関の連携を深めるための方策をテーマとして取り上げていただきたいと存じます。

地方の行政では人員が足りず難しいが協力、持続が出来れば専門家の連携等素晴らしい 内容で

成年年齢の引下げについては若年者の被害の増加が専らの問題として取り上げられることが多い中で省庁や自治体の前向きな取り組みが今回は力
強く紹介されたように感じました。中でも岡山県の大学、障害者関係部門等多角的な連携が際立っていることに感銘しました。成年年齢引下げが決し
てマイナスだけではなく、自立した若年者のために国などが想定以上に短期間で実効性を上げていることを評価したいと思いました。このような取組が全
国的に広がって、定着することを祈願しています。
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